
認可外保育施設、一時保育、病児保育をご利用される皆様へ 

（施設等利用給付費のお支払いについて） 

 

１．施設等利用費の支給の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．帯広市への請求書等の提出締切と支払日 

（１）提出締切日：利用月の翌月以降 毎月５日 

※なお、５日が土日・祝日の場合は、翌営業日まで。 

（２）支払日：毎月５日の提出締切日から３０日以内 

（３）提出先：帯広市こども課 帯広市役所３階 

（４）その他 

・請求書の提出が利用月の翌月５日までに間に合わない場合は、翌月以降の提出締切

日までに提出してください。 

・複数ヶ月分まとめて請求していただくこともできます。 

 

 

～問合せ先～ 帯広市市民福祉部こども福祉室こども課 

保育所幼稚園係    電話：65-4158 
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特定子ども・子育て支援 

提供証明書 

（原本） 

特定子ども・子育て支援 

提供証明書 

施設等利用費 

請求書 

（償還払い用） 

① 利用料の支払い 

②提供証明書の発行（利用実績確定後） 

③請求書と提供証明書を提出（帯広市へ） 

④施設等利用費の支払い（償還払い） 


